○水戸市飼い犬のふん害等の防止に関する条例施行規則
平成8年3月27日
水戸市規則第15号
(趣旨)
第1条　この規則は，水戸市飼い犬のふん害等の防止に関する条例(平成8年水戸市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(命令)
第2条　条例第5条第2項に規定する命令は，命令書(様式第1号)により行うものとする。
(身分証明書)
第3条　条例第5条第3項に規定する身分を示す証明書は，指定職員証(様式第2号)とする。
(補則)
第4条　この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。
付　則
この規則は，平成8年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

第　　　　　号
年　　月　　日
命令書
　　住所(所在地)

　　氏名　　　　様
水戸市長　　　　　　　　　
指定職員　　　　　　　　印
　　あなたは，水戸市飼い犬のふん害等の防止に関する条例第4条第2号の規定に違反したので，同条例第5条第2項の規定に基づき，下記のとおり当該ふんの持帰りを命令します。
記
	　1　命令日時
	　　　　　　年　　月　　日　　午
	前
後
	　　　時　　分ごろ


　2　命令場所　　　水戸市
　3　違反事由
様式第2号(第3条関係)

	(表)
	　
	(裏)

	　
	契印
	　
	
	　1　本証は，水戸市飼い犬のふん害等の防止に関する条例に基づく，調査，指導等を行う場合には必ず携帯しなければならない。
　2　本証は，関係人の請求があったときは，いつでもこれを提示しなければならない。
　3　本証は，他人に貸与し，又は譲渡してはならない。

	No.　　　　　
指定職員証
	
	

	　
	　
	　　　　　　　　　　
	
	

	
	　
	割印
	　
	
	

	
	　
	　
	
	

	　氏名　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日発行
　水戸市飼い犬のふん害等の防止に関する条例第5条第1項に規定する指定職員であることを証明する。
水戸市長　　　　　　　　印
	
	


